
【別紙】

部 課

）

年 ～

年 ～

年 ～

年 ～

年 ～

年 ～

年 ～

× 〕

× 〕

× 〕

× 〕

× 年 ＋ 〕

百万円

百万円 〔内容： 〕

百万円 〔内容： 〕

百万円 〔内容： 〕

百万円 〔内容： 〕

百万円 〔内容： 〕

百万円

一般財源：

総事業費 …<C>=<A>+<B>

事 業 費
調　　達

国庫支出金：

県支出金：

計： 百万円 …<B> ※総事業費に対する割合 ％　…<B>/<C>

そ の 他：

計：

地 方 債：

そ の 他： 百万円

〔内容： 単年度 百万円 百万円

百万円 年

人 件 費： 百万円

〔内容： 単年度 百万円 年

大規模修繕： 百万円

〔内容： 年に１回（建設費の ％相当） 回

維持管理
・運営費

維持管理費： 百万円 （施設の維持管理に要する経費）

〔内容： 単年度 百万円 年

事業運営費： 百万円 （事業実施に係る経費）

〔内容： 単年度

そ の 他： 百万円 （事務費など）

計： 百万円 …<A>

百万円 （建設・設備・備品等に要する経費）

人 件 費： 百万円 （事務的な手続きに係る人件費）

事業費概算

事業規模 延べ床面積： ㎡ 造成面積： ㎡

用地関係

場　　所 敷地面積： ㎡

設 計 ・
建 設 費

調 査 費： 百万円 （測量・地質調査等に要する経費）

設 計 費： 百万円 （設計・監理等に要する経費）

建 設 費：

百万円

計画上の
規　　制

規制区域： 用途地域：

建ぺい率： ％ 容 積 率：

用地確保 　市有地　・　民有地　（　買収　・　借上げ　） ⇒　金額：

％

年

年 （施設耐用年数 年）

スケジュール

年

年

年

年

年

内線（

事業の
目的・内容

目　　的

内　　容

(1/4)

ＰＦＩ導入検討シート

１　事業の概要（従来方式の場合）

事　業　名
事業担当課

担　当　者
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【別紙】

－ －

億円

（ 市･ VFM ％ ）

（ 市･ VFM ％ ）

（ 市 ）

（ 市 ）

ｵ) 既に民間事業者からの具体的な提案を受けているか。

説明：

ｶ) その他

説明：

説明：

ｴ) 民間事業としての実績はあるか（公設民営，委託等の場合も含む）。

説明：

ｳ) 類似事業のＰＦＩ導入事例はあるか。

説明：
④民間事業者に
とって創意工夫
できる範囲が広
いこと

ｱ) 総事業費に対する，維持管理，運営部分の比率が概ね60％以上であるか。

説明：

③適当な事業規
模を有すること

ｱ) 事業費の総額が10億円以上の公共施設整備事業（建設，製造又は改修を含む
ものに限る。），又は，単年度の事業費が１億円以上の公共施設整備事業（運
営等のみを行うものに限る。）

説明： 初期費用： 億円 単年度費用：

維持管理・運営費/総事業費＝ ％

ｲ) 施設の特殊性や管理運営の専門性が高いなど，民間のノウハウを活かすこと
ができるか。

説明：

ｲ) その他

ｳ) 施設の整備及び管理運営の基本的な方針が具体化しているか。

説明：

ｲ) その他

説明：

ｴ) その他

説明：

項　　目 判定
判定の内訳

小項目 判定

導
入
検
討
の
基
準
（

①
～

④
）

①事業構想等が
具体化している
こと

ｱ) 総合計画に位置付けられているか。

説明： 計画体系ｺｰﾄﾞ： 事務事業ｺｰﾄﾞ：

ｲ) 事業の必要性・必然性が明確か。

②制度的な制約
がなく民間に任
せられること

ｱ) 法規制等の制約がなく民間事業者に施設整備から管理運営までを任せられる
か。（公物管理法（道路法，河川法等），地方自治法との関係など）

説明：

説明：

(2/4)

２　ＰＦＩ適性の検討
〔判定欄〕　○：適性がある，△：少々問題はあるものの適性が見込まれる，×：適性がない
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【別紙】

年

）

）

）

注１）導入検討の基準６項目の判定欄は，それぞれの各小項目の判定を総合的に判断して記入すること。

注２）関係資料（計画書，配置図，事業費計算書等）を添付すること。

注３）事業担当課は，このシートと併せて事務事業事前評価シートを提出すること。

事業担当課
による総合

判断
年間 維持管理・運営： 年間

　　

（参考）想定されるその他の事業手法

事業手法
（ ）

理　　由

ｳ) その他導入効果が期待できるか。

説明：

適
性
評
価

（　⇒　PPP/PFI推進関係課長会議へ）

（参考）ＰＦＩ事業とした場合の想定

見
込
ま
れ
る
導
入
効
果

事業形態

事業方式

資金調達

民間事業者
の事業範囲 備考（

事業期間 設計・建設期間：

ｲ) 財政支出の削減が期待できるか。

説明：

説明：

ｱ) 公共サービスの質的な向上が図られるか。

説明：

⑥公共施設等の
供用開始までに
時間的余裕があ
ること

ｱ) ＰＦＩ事業として事務手続きを行う十分な期間が確保されているか。

ｳ) その他

導
入
検
討
の
基
準
（

⑤
～

⑥
）

⑤長期にわたり
安定した需要が
見込まれる事業

であること

ｱ) 長期に渡り需要が見込まれ，かつ，社会・経済等環境の変化に対し需要の変
動が少ないか。

説明： 供用開始予定 月

ｲ) 供用開始時期に制約がないか。

説明：

説明：

ｲ) その他

(3/4)

項　　目 判定
判定の内訳

小項目 判定

説明：

ｻｰﾋﾞｽ購入型 独立採算型 ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁｬｰ型 

ＢＴＯ 

その他 （ 

ＰＦＩの適性あり（ＰＦＩ導入可能性調査の実施が適当） 

ＰＦＩの適性なし（その他の事業手法が適当） 

ＢＯＴ その他（ ＢＯＯ 

建設 維持管理 設計 運営 

公設公営（一部委託含む） ・ 公設民営 従来手法 
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【別紙】

（事業担当課は記入不要）

）

）

）

（参考）想定されるその他の事業手法

事業手法
（ ）

理　　由

備考（

事業期間

事業方式

資金調達

　　

設計・建設期間： 年間 維持管理・運営： 年間

事業形態

ＰＰＰ／Ｐ
ＦＩ推進関
係課長会議
による総合

判断

見
込
ま
れ
る
導
入
効
果

ｱ) 公共サービスの質的な向上が図られるか。

説明：

ｲ) 財政支出の削減が期待できるか。

説明：

ｳ) その他導入効果が期待できるか。

説明：

適
性
評
価

（　⇒　庁議へ）

（参考）ＰＦＩ事業とした場合の想定

民間事業者
の事業範囲

④民間事業者に
とって創意工夫
できる範囲が広
いこと

⑤長期にわたり
安定した需要が
見込まれる事業
であること

導
入
検
討
の
基
準

①事業構想等が
具体化している
こと

②制度的な制約
がなく民間に任
せられること

③適当な事業規
模を有すること

⑥公共施設等の
供用開始までに
時間的余裕があ
ること

〔判定欄〕　○：適性がある，△：少々問題はあるものの適性が見込まれる，×：適性がない

項　　目 判定 判定の理由

(4/4)

◆　ＰＰＰ／ＰＦＩ推進関係課長会議による検討

ｻｰﾋﾞｽ購入型 独立採算型 ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁｬｰ型 

ＢＴＯ 

その他 （ 

ＰＦＩの適性あり（ＰＦＩ導入可能性調査の実施が適当） 

ＰＦＩの適性なし（その他の事業手法が適当） 

ＢＯＴ その他（ ＢＯＯ 

建設 維持管理 設計 運営 

従来手法 公設公営（一部委託含む） ・ 公設民営 
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